
PDF issue: 2025-07-01

事業者間契約における不当条項規制をめぐる
立法論的視点(2・完)近時のフランス法を素
材に

OHSAWA, Aya / 大澤, 彩

(出版者 / Publisher)
法学志林協会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
法学志林 / Review of law and political sciences

(巻 / Volume)
109

(号 / Number)
1

(開始ページ / Start Page)
1

(終了ページ / End Page)
26

(発行年 / Year)
2011-08-31
(URL)
https://doi.org/10.15002/00007676



事業者間契約における不当条項規制を

めぐる立法論的視点(2.完）
－近時のフランス法を素材に－

大澤 彩

目次

１．問題の所在

2．法改正の実現一商法典L442-6-I第２号の改正

（１）序

(2)審議過程

(3)商法典L442-6-I第２号の要件

(4)商法典Ｌ442-6-'第２号の効果

(5)小括

3．法改正の提案一債務法・契約法改正に向けて

(1)フランス債務法・契約法改正草案（以上，第108巻４号）

(2)ヨーロッパ契約法をめぐる動向

4．検討一立法化にあたっての視点

(1)規制基準

(2)規制対象

(3)規制の効果

5．今後の課題（以上，本号）

3．法改正の提案一債務法・契約法改正に向けて

(2)ヨーロッパ契約法をめぐる動向

以上のフランスにおける債務法・契約法改正の提案が参考にしているのが，

ヨーロッパレベルでの契約法の調和を目指したランド委員会の「ヨーロッパ契
（１） 

約法原ＨＩ」（以下，「PECL」とする）である。ＰECLはもちろん，その後に出

１ 
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法学志林第１０９巻第１号

された複数のヨーロッパ契約法統一をめぐる諸提案においても，不当条項規制

に関する提案が見られる。

ＰECLにおいては，４：１１０条に不当条項規制に関する以下のような規定が

設けられている。

1）個別の交渉を経ていない条項が，信義誠実の要請に反し，契約から生じる

当事者問の権利と債務の問に著しい不均衡をもたらし，当事者の一方に損

害を与える場合には，当該当事者は，その条項を取り消すことができる。

この場合において，当該契約のもとでなされるべき給付の性質や，当該契

約の他のあらゆる条項，および当該契約の締結を取り巻く状況が考慮に入

れられる。

2）本条は次の各号に掲げる事項には適用されない。

a）条項が明瞭および理解できる手段で定められている限りにおいて，契約の

主たる目的を定める条項。

b）当事者の一方の債務負担の価値と相手方の債務負担の価値を比較したとき

に，相当か否か。

本条は1993年の「消費者契約における不公正条項に関するＥＣ指令」と同

様の文言である「著しい不均衡」を用いているが，同指令とは異なり，消費者

契約のみに適用されるわけではなく，個人間の契約，事業者間契約などあらゆ

る契約当事者に適用範囲を広げている。ここでの「著しい不均衡」は，経済的

性質に関するものであっても，法的性質に関するものであってもよいとされて
（３） 

いる。

もっとも，1993年のＥＣ指令と異なり，ＰECLにおいては不当条項リスト

が定められていない。これは，事業者間契約においては取引の種類が多様であ

ることから，一般的な不当条項リストを掲げることが困難であるということに

よる。ただし，裁判官や仲裁人が４：110条の適用にあたって1993年のＥＣ指

令の別表に定められた不当条項リストを参考にすることは妨げられない。特に

２ 
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事業者間契約における不当条項規制をめぐる立法論的視点（２。完）（大澤）

大企業と中小企業との間の契約において，同指令の不当条項リストは有益な参
（４） 

考資料となると考えられている。

本条では当該条項が個別の交渉を経たものであるか否かが規制対象を画する

メルクマールとされている。この点は，「不当条項からの保護を受けることが

できる当事者は，契約締結時において依存状況にあったために自由な交渉を経

ていない条項によって過度の不均衡を被っている当事者のみである」という考

え方に親和的なものである。すなわち，契約正義は，契約交渉時において自由
（５） 

を奪われた当事者のみｶｺﾞ享受できるということである。

ここでの個別の交渉の有無については，結局のところ当該契約の個別具体的

な状況によって判断するしかないが，例えば，明示的に当事者問で討議がなさ

れている場合は「個別の交渉を経ている」とされ，また，大量に交わされる契

約に用いられるための一般条件に条項が記載されている場合には個別の交渉が

あったとは言えず，逆に，唯一の契約のために手書きで記載された条項の場合
（６） 

には交渉ｶｺﾞあったということになるとされている。

また，条項の濫用性を判断するにあたり，契約の主たる目的と価格を比較す

ることはできない（(2))。ただし，例えば一方当事者のみに価格を引き上げる
（７） 

権利を付与する条項は（１）によって濫用的であると半Ｉ断される。

本条の効果は，「取消可能」である。ＰECLには不当条項リストが定められ

ておらず，要件も抽象的・一般的な文言であることから，直ちに当該条項が濫

用的であると判断することは困難であるということを考慮して「無効」ではな

く「取消可能」とされたのである。そのため，ＥＣ指令の効果である「無効」

や消費法典における「濫用的なものとみなされる」という効果とは異なってい

る。しかし，本条では取消しにあたって裁判官や仲裁人の介入が必要とされて

いないため，実質的には違いがない。

PECL4：110条は先に述べたカダラ草案1122-2条やテレ草案67条に影響を一

与えたと言われている。４：１１０条は，当事者の性質を問わず，当該条項が契○

約締結時の交渉力の格差から生じ，結果として契約に「著しい不均衡」をもた

らしている場合には，当事者を保護するというものであるが，これによって，

３ 
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法学志林第109巻第1号

消費法と一般法の境界が不鮮明になってきており，むしろ両者の統一に近づい
（8） 

ていると言うこともできる。

ランド委員会の作業は，1988年以降，ヨーロッパ民法典に関するスタディ

グループによって継続して遂行される。その後，2005年にランド委員会及び

スタディグループの結論を現行欧州共同体法と接合させるための研究者のネッ

トワークである「ヨーロッパ私法に関するジョイントネットワーク」が設立さ

れる。同ネットワークに参加したアンリ・カピタン協会及び比較法協会は，

｢共通の専門用語」と「ヨーロッパ契約法の指導的原則」の作成を担当すると
（９） 

ともに，ＰECLの見直しをも行った。具体的には，ＰECLを比較法的見地も踏

まえて分析した上で「ヨーロッパ契約法原則の見直し案」を公表している（以

下，「カピタン協会見直し案」とする)。不当条項規制につき，カピタン協会見

直し案４：209条では以下のように定められている。

1）信義誠実の要請に反して，当事者間の権利および債務の間に著しい不均衡

を生じさせる条項は，以下の場合には，無効，ないしは，その条項によっ

て犠牲となっている当事者の申し出によって改訂されうる。

a）当該条項が個別の交渉を経ていない場合。

b）あるいは，当該当事者を，とりわけ消費者であるということを理由に特別

法によって保護している場合。

2）本条は，次の各号に掲げる事項には適用されない。

a）当該条項が明瞭かつ理解できる方法で定められている限りにおいて，契約

の主たる目的を定める条項。

b）当事者の一方の債務負担の価値と，相手方の債務負担の価値を比較したと

きに，相当か否か。○
九

最終的に提案された「欧州契約法の諸原則」（以下，「カピタン協会諸原則」
（10） 

とする）４：208条では以下のように定められている。

４ 
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事業者間契約における不当条項規制をめぐる立法論的視点（２.完）（大澤）

（１）過剰な（excessif）契約上の不均衡を生じさせる条項の無効ないし改訂

は，以下の場合には，その条項によって犠牲となっている当事者の要求によっ

て訴えられる。：

（a）当該当事者が依存状況ないし脆弱な状況にあった場合。

（b）あるいは，当該当事者を，とりわけ消費者であるということを理由に

特別法によって保護している場合。

（２）本条は，次の各号に掲げる事項には適用されない。：

（a）当該条項が明瞭かつ理解できる方法で定められている限りにおいて，

契約の主たる目的を定める条項。

（b）当事者の一方の債務負担の価値と，相手方の債務負担の価値を比較し

たときに，相当か否か。

（11） 

以上の提案は，以下に掲げるようにＰECLの問題点を改訂したものである。

第１に，効果を「取消可能」にしているＰECLに対し，裁判官に対して条

項の改訂を求める権利を当事者に認めている。先にも述べたように，ＰECLに

は不当条項リストがなく，ある条項を直ちに濫用的なものであると判断するの

が困難であるという理由から「取消可能」という効果にとどめていたが，例え

ばフランス消費法典旧Ｌ132-1条では別表の例示的なリストしか有していなか

ったにも関わらず，「書かれざるものとみなされる」という効果が定められて

いたということをふまえると，以上の理由付けは十分なものとは言えないこと

から，カピタン協会見直し案およびカピタン協会諸原則では条項の「無効」お

よび「改訂」という効果が付与された。

第２に，ＰＥＣＬの一般条項で設けられている「信義誠実」という暖昧な基準

に対する疑問がカピタン協会諸原則には現れている。すなわち，仮に「著しい

不均衡」があっても「信義誠実」には反しないという理由で正当な条項とされ

る可能性があるなど，「信義誠実」という基準には問題が残されている。そこ

で，カピタン協会諸原則においては，「信義誠実」という文言が削除され，「過

５ 

○
八
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法学志林第109巻第１号

剰な契約上の不均衡」という文言のみが基準として設けられた。また，ＰECL

が掲げる評価要素である「当該契約のもとでなされるべき給付の性質｣，「当該

契約の他のあらゆる条項｣，「当該契約の締結を取り巻く状況」という文言も暖

昧なものであるとして，これらの評価要素を削除している。

第３に，特別法によって保護されている当事者（消費者など）の場合には，

個別の交渉を経た条項であっても保護されることを明示した。

（12） 

アキグループの草案（以下，「アキ草案」とする）では，第６章「交渉を経

ていない条項」において条項の濫用性について定められている（６：301条)。

６：301条

（１）個別の交渉を経ていない契約条項は，当該条項が信義誠実に反して，契

約当事者間の権利と債務の問に著しい不均衡を生じさせて他方当事者を不利に

する場合には，濫用的なものとされる。集団訴訟に関する規定を害することな

く，条項の濫用性は，契約によって引き渡される目的物や提供されるサービス，

契約締結時に存在したあらゆる状況，契約の他のすべての条項，および，当該

契約が従属している他のあらゆる契約における条項を考慮に入れて評価されな

ければならない。

（２）事業者間契約において，個別の交渉を経ていない条項は，当該条項を用

いることが良好な商取引実務との関係で重大な不均衡をもたらす場合にしか，

濫用的なものとされない。

濫用性の評価は，当該条項が明瞭かつ理解できる方法で定められている限り，

契約の主たる目的を定める条項や，価格の相当性には及ばない（６：303条

(2))。価格の相当性のように市場の動向に左右されるものに対して法的な規制

を及ぼすことはふさわしくないこと，相当な価格を決定する法的基準が存在し
（13） 

ないことｶｺﾞその理由である。

この草案には不当条項の「例示的であり，網羅的ではない」リストが設けら

６ 

○
七
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事業者間契約における不当条項規制をめぐる立法論的視点（２．完）（大澤）

れている点に特徴がある（６：305条)。内容は1993年のＥＣ指令の別表と同

様である。ただし，あくまで消費者契約におけるリストであり，事業者間契約

に適用されるものではない。
（14） 

濫用的であるとされた条項は当事者を拘束しない（６：306条)。

アキ草案の特徴として，他の草案とは異なり，事業者問契約の場合を別に定

めている点があげられる。事業者間契約における不当条項規制を行うか否かが

各国において分かれているところ，この草案は良好な商取引実務との関係で重

大な不均衡をもたらしている場合に限ってではあるが，事業者問契約における

不当条項規制の可能性を認めた。

アキ・グループとスタディー・グループの共同作業の成果である共通参照枠
（15） 

草案（DCFR）では11.-9：401条以下で不公正条項に関する規定が設けられて

いる。定義規定は以下の通りである。

11.-9：403条（暫定版ではⅡ－９：404条）：事業者と消費者の間の契約にお
（16） 

ける「不公正」の意味

事業者と消費者の間の契約において，（個別の交渉を経ていない）条項は，

それが事業者によって提示され，かつ，信義誠実の要請および良好な商取引実

務に反して，消費者を著しく不利にする場合には，本節の目的にいう不公正な

ものとなる。

11.-9：404条（暫定版では11.-9：405条）：非事業者間契約における「不公

正」の意味

事業者ではない当事者間の契約において，条項は，当該条項が一方当事者に

よって提示された標準化された条項の一部をなしており，かつ，信義誠実の要

請および良好な取引に反して，他方当事者を著しく不利にする場合にのみ，本

節の目的にいう不公正なものとなる。

○ 
六
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法学志林第109巻第１号

11.-9：405条（暫定版では11.-9：406条）：事業者間契約における「不公正」

の意味

事業者間契約において，条項は，それが契約の一方当事者によって設けられ

た標準化された条項の一部をなしており，その性質故に，当該条項を適用する

ことが信義誠実の要請に反して良好な商取引実務から著しくかけ離れることに

なる場合にしか，本節の目的にいう不公正なものとならない。

３箇条とも「信義誠実」が条項の不公正さを判断する基準とされているもの

の，11.-9：403条，11.-9：404条とは異なり，事業者問契約について定める

Ⅱ－９：405条では「良好な商取引実務から著しくかけ離れる」という基準が用

いられている。

不公正さの評価要素は11.-9：407条（暫定版ではIL-9：408条）で定めら

れている。それによると，交渉されていない条項が透明性の要請をみたしてい

るか否か，契約によって提供される物・サービスの本質，契約締結をとりまく

状況，当該契約の他の条項，当該契約が従属している他のあらゆる契約に含ま

れる条項が考慮に入れられ（Ⅱ－９：407条(1))，さらに，消費者契約の場合

(Ⅱ－９：403条）には，契約締結前に消費者が当該条項を熟知する機会が現実

に与えられていたか否かも考慮に入れられる（(2))。不公正とされた条項は契

約の相手方を拘束しない（11.-9：408条)。もっとも，条項が明瞭かつ理解し

やすい文言で書かれている限り，条項の不公正さの評価は契約の主たる目的お

よび価格の相当性には及ばない（Ⅱ－９：４０６(2))。

Ⅱ－９：４１０条には消費者契約において不公正とみなされる条項のリストが設

けられている。

ＤCFRでは，消費者契約に関する11.-9：404条においては，「個別の交渉を

経ていない条項」とあるが，Ⅱ－９：405条や11.-9：406条において，「標準化

された条項の場合にのみ」保護を受けることとされている。しかし，消費者契

約においては，（）内に「個別の交渉を経ていない」とあることから，不公

正条項が，自由な交渉を経た場合にも不公正条項からの保護を受けるように読

８ 

○
五
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事業者間契約における不当条項規制をめぐる立法論的視点（２.完）（大澤）

むことができる余地が残されている。これに対して，非事業者間契約や事業者

間契約においては，「標準化」という言葉の意味が問題となる。「標準化された

条項」とは「多様な当事者が関わる複数の取引のためにあらかじめ作成された

条項であり，当事者による個別の交渉を経ていない」条項のことである

(DCFRIL-1:109)。この文言があることから，これらの契約では「個別の交渉

を経ていない」条項のみが保護の対象となるように読むことができるが，「個

別に交渉されていない条項」の定義規定である11.-1：１１０（暫定版では11.-
（17） 

９：403条）（３）を見ると，標準化された条項であっても個別の交渉ｶｺﾞあった

か否かが争われることがあることがわかる。そうすると，事業者間契約で個別

の交渉を経た条項であっても不公正なものであるとされる可能性がある。以上

のことから，ＤCFRによれば，契約当事者の性質を問わず，自由に交渉され

た条項であっても，標準化された条項であればすべて効力が奪われる可能性が
（18） 

あるとする学説もある。

（３）小括

以上のヨーロッパ契約法統一を目指した諸提案とフランスにおける諸提案は，

｢著しい不均衡」という文言を基準として設け，個別の交渉を経ていない条項

を規制の対象としている点でおおむね共通しているが，次のような違いも存在

する。第１に，ヨーロッパ契約法統一を目指した諸提案では多くの場合に信義

誠実という文言を用いているのに対し，カダラ草案やテレ草案では用いられて

いない。第２に，条項の改訂の可否が認められているか否かの違いがある。第

３に，少なくともカダラ草案，テレ草案では契約の主たる目的や価格に関する

条項も規制の対象となるが，ヨーロッパ契約法統一を目指した諸提案において

は契約の主たる目的や価格に関する条項は規制の対象外とされている。

これらの相違点も踏まえ，次に事業者間契約における不当条項規制を立法化

する場合に留意すべき点を示したい。

○
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4．検討一立法化にあたっての視点

２で検討した商法典Ｌ442-6-'第２号改正，および３で検討したフランス債

務法・契約法改正草案やそれらに影響を与えているヨーロッパ契約法統一を目

指した諸提案は，これまで十分には行われていなかった事業者間契約における

不当条項規制を可能にするものである。これらの法改正および改正提案をふま

え，事業者間契約における不当条項規制を立法によって実現する際に，いかな

る点が問題になり得るかをいくつかに分けて検討する。

（１）規制基準

商法典L442-6-I第２号，カダラ草案，テレ草案の基準はすべて当事者間の

権利と債務の間の「著しい不均衡」という，消費法典Ｌ132-1条１項と同一の

基準である。消費法典，商法典，債務法・契約法改正草案において同一の基準
（19） 

が用いられている点には規制の一貫性への配慮ｶｺﾞ見られ，また，民法典による

規制との関係でも，「著しい不均衡」という概念は既に裁判例上用いられてい

ることから，一連の法改正ないし改正提案が「著しい不均衡」という基準を採
（20） 

用したことは支持されている。ヨーロッ'f契約法統一をめぐる諸提案において

も，多くの提案で「著しい不均衡」という基準が用いられていることも踏まえ

ると，一般条項の基準として「著しい不均衡」という文言を用いるのは１つの

あるべき姿と言える。フランス商法典改正をめぐる議論の中で触れたように，

｢著しい不均衡」は契約当事者間に生じる結果に着目した点で客観的な性質を

有している。もっとも，以下の３点につき，問題が残されている。

第１に，「著しい不均衡」概念はあくまで抽象的な基準にとどまっており，

不明確であると言える。しかも，消費法典とは異なり，商法典やカダラ草案，

テレ草案には具体的な濫用条項リストが設けられているわけではない。ヨーロ

ッパ契約法統一をめぐる諸提案でも少なくとも事業者間契約に適用される不当

条項リストは設けられず，抽象的な文言からなる一般条項を掲げるにとどまつ
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ている。これは事業者間契約においては取引の種類が多様であり，一般的な不

当条項リストを掲げることが困難であるということによる。この点については

のちに触れる。

第２に，消費者契約の場合と，事業者間契約の場合とで同一の基準である

｢著しい不均衡」を用いることの可否である。フランス商法典Ｌ442-6-'第２

号はもちろん，ＰECLやアキ草案でも「著しい不均衡」という基準が用いられ
（21） 

ていた。特に，商法典Ｌ442-6-'第２号において「依存関係」や「購買力ない

しは販売力」の濫用といった規制の効率性を奪っていた限定的な要件が削除さ

れ，事業者と消費者の間の「力」の不均衡を問題としている消費法典に着想を

得た基準である「著しい不均衡」という客観的な結果を重視した基準が定めら

れた点は，消費法典Ｌ132-1条が「著しい不均衡」という客観的な基準を設け

ている点と同様であり，両者は基準の客観化という点で共通する。しかし，消

費者契約の場合には，消費者が事業者に比べて弱者であることは肯定されやす

いが，事業者閤契約の場合には必ずしも常に一方当事者が弱者であるというこ

とはできない。そうすると，結局は当該契約が締結された状況によって「著し

い不均衡」の有無を判断する必要がある。

そのことから，たとえ同一の「著しい不均衡」という文言を用いていても，

消費法典における「著しい不均衡」と商法典における「著しい不均衡」のニュ

アンスには差が生じてくる。商法典Ｌ442-6-'第２号は，確かに「著しい不均

衡」という文言を用いているが，「一方が相手方に対して「著しい不均衡」を

課しているといえるためには，一方当事者が他方当事者に対して「依存関係」

にあると言える場合でなければならない」といった，「依存関係」の濫用とい

う考え方が背景にあるとされており，さらには「負わせる」という消費法典に

はない主観的な要件が存在していた。しかも，「負わせる」という主観的な要

件の該当性を判断するにあたっては，当該条項についての交渉の有無が参照さ

れる可能性がある。このように商法典Ｌ442-6-'第２号にいう「濫用」が主観

的なものである点は，個別の交渉の有無を問題としている一般法における提案

とも類似するもので孟琶｡要するに,消費者契約ではともかくも｢著しい不均
１１ 
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衡」という結果が生じているか否かが重視されるが，事業者間契約では，個別

の交渉を経ているか否かといった契約が締結された状況などを総合的に考慮し

た上で初めて条項が濫用的であるとされると見ることができる。むしろ，実際

には個別の交渉を経ている場合のように当事者間の「力」の不均衡がない場合

にまで裁判官が介入することは，契約自由の原則との衝突を招くものである。

そこで，さらに進んで事業者間契約とそれ以外の契約とで別の基準を用いて

いる案もある。アキ草案６：301条（２）では，「当該条項を用いることが良好

な商取引実務との関係で重大な不均衡をもたらす場合に」のみ濫用的な条項と

判断されるとしており，また，DCFR9：405条でも「当該条項を適用するこ

とが信義誠実の要請に反して良好な商取引実務から著しくかけ離れることにな

る場合に」のみ不公正な条項と判断される。

第３に，ＰECLには「信義誠実」という文言があるが，カダラ草案，テレ草

案にはそのような文言がない。これは「信義誠実」という文言の暖昧さを避け

たものであるが，同様の配慮はカピタン協会諸原則にも見られる。もっとも，

文言こそ用いていないものの，規制の背後には信義誠実の原則があるとされて
（23） 

いる。

以上のように，不当条項規制を一般法化する際に用いられている「著しい不

均衡」という基準は，消費法典の「著しい不均衡」の客観的な側面を借りたも

のである一方で，交渉力の不均衡や信義誠実といった主観的な側面もその背景

に有していると言える。

もっとも，先にも述べたように「著しい不均衡」という文言に残された暖昧

さゆえ，法的安定性が害されるのではないかという危倶も示されている。例え

ば，商法典Ｌ442-6-'第２号をめぐっては，同条が裁判官に事業者間契約に介

入する際限なき権限を与えることになるのではないかという危倶を示す学説が
（24） 

＿ある。具体的には，同条に文言上条項の種類の限定が設けられていないことや，
○ 

一「著しい不均衡」という漠然とした基準によっていること，また，消費法典に

存在するような濫用条項リストを設けていないことにより，結局は「著しい」
（25） 

という文言のみｶｺﾞ権限を限定する役割を果たしうるとも指摘されている。では，
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（26） 

法的安定性を保つためにはどのような方策が考えられるか。この点につき，ま

ず消費法典における濫用性のとらえ方を参考にすることが考えられるが，先に

も述べたように事業者問契約における「著しい不均衡」については，消費法に

おける「著しい不均衡」の理解よりもより厳密にとらえる必要があるだろう。

消費者契約においては，消費者が弱い立場にあること，さらには，交渉の余地

がない附合契約によることが多いことで「著しい不均衡」が生じやすいことが

明白であるが，事業者問契約の場合には必ずしも常に一方当事者が他方当事者

に比べて弱い立場にあると言うことはできないからである

そこで，次に不当条項リストおよび評価要素によって「著しい不均衡」の判

断を補うことが考えられる。ただし，前者については，事業者間契約の場合に

は，業種が多様であることから，抽象的な不当条項リストにとどまる危険があ

ることに留意する必要がある。実際，カダラ草案，テレ草案のみならずヨーロ

ッパ契約法統一を目指した諸提案においても事業者間契約にも適用される不当

条項リストが掲げられていない。一方，評価要素については，ＰECLでは「当

該契約のもとでなされるべき給付の性質｣，「当該契約の他のあらゆる条項｣，

｢当該契約の締結を取り巻く状況」が列挙されており，ＤCFRでも類似する評

価要素が掲げられているが，カピタン協会諸原則では，これらの「評価要素」

が暖昧であるとして批判されていた点に注意する必要がある。

（２）規制対象

1）中心条項への適用の可否

商法典Ｌ442-6-'第２号では，消費法典Ｌ132-1条では対象外とされている

価格に関する条項にも適用される。そのことから，学説では商法典L442-6-I

第２号にいう「著しい不均衡」は，法的な不均衡のみならず経済的な不均衡を

も示しているとされていた。この点については，前述したように，事業者間契

約では価格の交渉が中心となることを考えると，価格に関する条項を規制の対

象とする必要があるという実質的理由から賛同が得られていたが，消費者契約

では規制対象外であるとされているにもかかわらず，事業者間契約では規制対
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（27） 

象となるのは矛盾ではないかという↑旨摘もある。カダラ草案，テレ草案でも目

的物の定義や給付の価格の適切さへの評価が明示的には除外されていないが，

司法省案では目的物や価格に関する条項が規制の対象外とされている。

ヨーロッパ契約法統一をめぐる諸提案においては，「明瞭かつ理解できるや

り方で定められている限り」価格や契約の主たる目的に関する条項は規制の対

象とはならないとされているが，これはフランス消費法典と類似するものであ

る。消費法典Ｌ132-1条７項によれば当該条項が暖昧である場合には価格や主

たる目的に関する条項であっても規制の対象となる。この点は，同法典Ｌ133-

2条が定める「事業者が消費者ないし非事業者に対して提示する条項は，明確

かつ理解できる方法で提示および定められなければならない。疑わしい場合に

は，消費者ないし非事業者に有利に解される」という原則と結びついたもので

ある。一方，ＰECLにおいては，価格や契約の主たる目的については４：１０９
（28） 

条の対象となる。４：109条は以下のように定めており，契約や契約条件にお

いて，一方当事者が他方当事者の劣位を利用する場合を念頭においたものであ

る。

４：109条

（１）当事者の一方は，契約締結時に次の各号に定める要件が満たされるとき

は，契約を取り消すことができる。

（a）その当事者が，相手方に依存しもしくは信頼を置いていたこと，経

済的困窮もしくは緊急の必要の状態にあったこと，またはその当事者に無思慮，

無知，経験の浅さもしくは交渉技術を欠くところがあったこと。

（b）相手方が，前号の事実を知りまたは知るべきであり，かつ，当該状

況と契約目的のもとで著しく不公正な方法で当事者の事情につけ込み，または

過剰な利益を得たこと。

（２）取消権を有する当事者の要請により，裁判所は，それが適切であるとき

は，信義誠実および公正取引の原則に従えば合意されたであろう内容と合致す

るように契約を改訂することができる。
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（３）過剰な利益または不公正なつけ込みによる取消通知を受けた当事者が，

その通知を受けた後速やかに，かつ相手方が取消通知を信頼して行動する前に，

当該相手方に自己の改訂要請について知らせたときは，裁判所は，その当事者

の要請により，前項と同様に契約を改訂することができる。

同種の規定はカピタン協会諸原則４：207条やDCFRIL-7:207条でも見られ

るが，どれも一方当事者が他方当事者の脆弱さを利用して過剰な利益を引き出

した場合に契約の取消や改訂を認めるものである。その背景にあるのは，契約

正義の実現のために劣位にある契約当事者を相手方の「濫用」から保護すると
（29） 

いう考え方である。

もっとも，４：109条と４：１１０条が区別されて規定されていることからわか

るように，不当条項規制とレジオンの区別が明確に設けられている。これらの

条文は発想は同様であるものの，４：109条が具体的な脆弱さを示すことが要

求されているのに対して，４：110条では要求されていない。一方，４：１１０条

は個別の交渉がない場合のみに適用されるのに対して，４：109条では不十分
（30） 

ではあってもある程度の交渉があった場合にも適用される。しかし，４：１０９

条が交渉能力の欠如等を示さなくてはならない点で主観的な要件が課されてい

るのに対して，４：１１０条では客観的な不均衡を問題としている。

以上をまとめると，現行の消費法典では価格に関する条項が規制対象から除

外されており，ヨーロッパ契約法統一を目指した諸提案においても価格の不均

衡と条項における「著しい不均衡」がわけて規律されているが，商法典Ｌ442-

6-'第２号によれば事業者問契約では原則として価格が除外されていないとい

うことになる。このことから，前述したように商法典L442-6-I第２号は事業

者間契約におけるレジオンを導入したものと見ることができる。このように，

消費法典・ヨーロッパ契約法統一をめぐる諸提案と商法典で価格に関する条項

について態度の違いがあるのは，前者がもっぱら法的な不均衡を問題にしてい

るのに対して，後者はどちらかといえば経済的な不均衡が問題となることが多

いという点に由来しているのではないか。ただし，商法典は「対価」の不均衡
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（31） 

としているのではなく，あくまで「債務」という文言を用いている。

2）「交渉を経ていない条項」への適用

カダラ草案やテレ草案においては，個別の交渉を経ていない場合であれば契

約当事者の属性や立場を問わずに濫用条項規制を行うことが提案されている。

個別の交渉を経ていないこと，具体的には附合契約中の条項であることや，自

由な交渉の余地がなかったことを理由に，「著しい不均衡」の犠牲となってい
（32） 

る契約当事者を保護するという考え方は，学説でも支持されている。これによ

って，消費法典によっては保護を受けない事業者を，濫用条項から保護するこ

とができるようになるからである。また，フランスの判例上，事業者問契約に

おける条項の濫用性が一般法によって判断されるにあたっては，契約上の不均

衡という結果のみならず，自由な交渉が出来なかったという点が重視されてい

ることからも，「個別の交渉を経ていない条項」のみに規制を及ぼすことは筋
（33） 

力〕通ったものである。ヨーロッパ契約法統一を目指した諸提案などでも同様に

個別の交渉を経ていない条項が適用対象とされている（PECL，アンリ・カピ

タン見直し案，アキ提案)。

「個別の交渉を経ていない条項」への規制対象の限定は，契約自由の原則，
（34） 

法的安定性と契約正義の調和の結果である。もっとも，「個ＢＩの交渉を経てい

ない条項」への限定については，以下の３つの問題が残されている。

第１に，「個別の交渉を経ていない条項」へ限定するという場合に，文字通

り「個別の交渉を経ていない条項」に限定する方法と，附合契約内の条項に限
（35） 

定する方法の２つｶｺﾞありうる。後者は，ドイツ法でとられている方法であり，

一方的に提示される附合契約には不当な条項が存在する危険性が高いという考

え方に基づくものである。また，ＤCFRにある「標準化された条項」も同様

の限定方法である。附合契約や標準化された条項の定義については，「ある特

定の性質を有する不特定多数の契約のために予め定式化され，かつ，当事者問

で個別に交渉されていない条項」（PECL2：209条(3))，「多様な当事者が関

わる複数の取引のために予め定式化され，かつ，当事者間で個別に交渉されて
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いない条項」（アキ草案６：１０１(3)，DCFRII-1:109）とされている。

どちらの限定方法が望ましいかを決定するのは困難であるが，附合契約には

存在しなかった条項であれば，たとえ個別の交渉を経ていない場合であっても，

保護されないことになること，また，フランスの破段院では，消費者契約の事

案ではあるが，問題となった条項が含まれている契約が附合契約であるという

ことだけではその条項が経済的濫用によって課されたものであるということを
（36） 

示すためには不十分であるとされていることなどをふまえると，「附合契約」

か否かという形式的基準ではなく，個別の交渉の有無を実質的に探究する方が

望ましいと見ることもできる。ただし，個別の交渉を経ていないという場合は

多くの場合附合契約の場合であり，実際に，カダラ草案について「附合契約の
（38） 

場合に」規制を及ぼすと理解している学説も多い。

第２に，いかなる「交渉」があれば「交渉があった」と言うことができるの

かが問題となる。この点については，以下の提案が参考となる。

アキ草案６：１０１（２）「一方当事者（条項利用者）によって提示された条項

は，とりわけ，標準化された契約の一部である場合のように，あらかじめ作成

されていたという理由によって他方当事者がその条項の内容に影響を与えるこ

とができるようなものではなかった場合には，個別に交渉されたものとはいえ

ない。事業者と消費者の間の契約においては，仮に条項が第三者によって作成

されたのであれば，当該条項を消費者が契約の中に取り込んだ場合でない限り，

事業者は当該条項の利用者とみなされる」

ＤＣFRI1.-1-110（１）「一方当事者によって提示された条項は，とりわけ，

それが標準化されたものであるか否かを問わず，あらかじめ作成されていたと

いう理由によって他方当事者がその条項の内容に影響を与えることができるよ

うなものではなかった場合には，個別に交渉されたものとはいえない｡」
九
六

以上の提案に見られるように，条項利用者の相手方が当該条項の内容に影響
一
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を与えることが可能であったか否かによって判断するというのが１つの方法で

ある。また，PECL4：108条や４：109条も参考となるとされている。なぜな

らこれらの条文には，契約締結時に契約相手方から他の合理的な選択可能性が

提示されていたかという点に，自由な意思で契約をしたと言えるための要素を
（39） 

見いだしていることカゴ現れているからである。

第３に，「個別の交渉を経ていない」ことの立証責任も問題となる。カダラ

草案，テレ草案においては「著しい不均衡」の犠牲者が「個別の交渉を経てい

ない」ことの立証責任を負うとされていたが，この証明は極めて困難であると

指摘されていた。そこで，「個別の交渉を経ている」ことを当該条項の利用者

が証明すべき旨を規定で定めることが考えられる。実際に，アキ草案６：１０１

条（４）やDCFRIL-1:１１０条（3）は，当該条項が個別に交渉されたというこ

との立証責任を条項利用者に課している。

「個別の交渉を経ていない条項」を規制対象を画するメルクマールとする場

合には以上の点に注意する必要があるが，さらにいえば，事業者間契約におい

て個別の交渉の有無を規制の対象を画するメルクマールにすることの是非自体

も問題となろう。実際に，商取引を念頭に置いているユニドロワ国際商事契約

原則では交渉を経た条項が規制の対象外とされているわけではないことから
（40） 

(3.2.7条)，事業者間契約においても交渉の有無をメルクマールとすることは

必ずしも必然的な結論ではない。もっとも，当該条項が「相手方に過剰な利益

を不当に与えるもの」であるか否かを判断する上で「交渉技術の欠如に，相手

方が不当につけ込んだという事実」が考慮要素とされていることから，単に利

益があるというだけで当該条項が不当なものとされるわけではなく，当事者が

交渉困難な状況に置かれていた結果として過剰な利益を一方当事者にもたらし

たという点が不当なものと評価されるという発想があらわれている。交渉があ

る場合に一律に規制の対象から外すのか，それとも規制の対象からは外さない

が，条項の濫用性を判断する上での考慮要素の１つとするのかという立法政策
（41） 

の問題と言えよう。

ところで，消費法典の場合，消費者がその脆弱さゆえに条項を押しつけられ
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ていることが前提となっている（多くの場合は附合契約である）ことから，

｢著しい不均衡」という結果さえあれば消費法典Ｌ132-1条による規制が及ぶ。

その理由として，第１に，消費法においては，当事者が経済的な依存関係に置

かれていることが規制の根拠となっている。消費者が経済的な依存関係にある

ことによって，契約内容について自由に交渉できないことから，「著しい不均

衡」が生じる危険が高いと言える。第２に，消費者契約の場合，仮に交渉され

ていたとしても不当な条項はありうるのであり，また，多くの場合，顧客が無

効であると攻撃している条項の内容に，契約交渉の際に必要な範囲で「影響を
（42） 

及ぼす」ことができていたかどうカユは疑わしいからである。第２の点は，「個

別の交渉を経た」と言える場合はどのような場合であるかを決定することの困

難さを示しており，前述したように事業者問契約でも同様に問題となるが，第

１の点は規制基準のところでも言及した，事業者間契約における不当条項規制

と消費者契約における不当条項規制の背景にある規制根拠の違いを示唆してい

るのではないだろうか。

（３）規制の効果

カダラ草案，テレ草案では，濫用条項は「改訂ないし削除されうる」とされ

ている。これに対して，ＰECLでは取消可能とされているが，それ以外の諸提

案では，「無効ないし改訂」（カピタン協会見直し案，カピタン協会諸原則)，

｢契約の相手方を拘束しない」（アキ提案，ＤCFR）とされている。一方，フラ

ンス商法典では効果として民事責任が認められていたが，端的に条項の無効を

効果として付与すべきではないかという指摘もあったのはすでに見たとおりで

ある。

問題となるのは，条項の無効のみを認めるのか，さらに進んで改訂すること

も認めるのかという点であろう。

少なくともフランスにおいて，裁判官が契約内容に介入し，改訂することは

歓迎されているとはいえない。そのことから裁判官の介入を懸念する学説は，
（43） 

｢条項のWＩ除」のみで十分であると指摘する。条項の「削除」であれば，条項
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の改訂を認めておらず，「書かれざるものとみなされる」としている消費法典

L132-1条にも親和的であるからである。同法典Ｌ133-2条で裁判官の解釈権

限が認められているが，これはあくまで「不明瞭な条項」の場合に限られてい

る。もっとも，問題となった条項を修正して契約関係を維持することを望む当

事者の利益にかなうのは条項の改訂も認めるという方法であり，この点で改訂

を認めている提案は注目に値する。

5．今後の課題

本稿では近時のフランスにおける法改正・改正の提案，さらにはヨーロッパ

契約法統一に向けた諸提案をもとに，事業者間契約における不当条項規制を立

法によって実現する場合に問題となるいくつかの点を検討してきた。しかし，

より根本的な課題として，事業者間契約において不当条項規制を行うことの可
（44） 

否も問題となる。この点については，今後検討すべき課題ではあるｶｺﾞ，事業者

間契約においても消費者契約と同様に契約当事者問の経済力・交渉力の格差が

見られるのであれば，消費者契約と同様に不当条項規制を及ぼすことは可能で

あり，それが実質的な契約自由の原則の保障につながると言えるのではないだ

ろうか。

フランスやヨーロッパにおいて，事業者間契約における不当条項規制を可能

にする規定の提案の多くは，消費法典と同様「著しい不均衡」という客観的な

文言によりつつも，個別の交渉を経ていない条項や価格・契約の目的物に関す

る条項以外の条項に規制の対象を限定しているが，ここには消費者契約と同様
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

に当事者間の経済力・交渉力の格差がある場合であれば不当条項規制を行う必

要がある，という発想が現れているのではないだろうか。すなわち，本来であ

れば対等当事者問の契約に過剰に介入することは契約自由の原則に反するもの

であるが，「対等」とは言えない場合，具体的には個別の交渉を経ていない場

合であれば，規制を行わない理由は存在しない，ということである。要するに，

本稿で検討してきた事業者問契約における不当条項規制を目指した諸提案の枠
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組みは，契約自由の原則と契約正義の調和を目指した１つの形態と言える。こ

の点で，規制基準は同一であっても，消費法典による濫用条項規制と，事業者

間契約をも念頭に置いた民法典による濫用条項規制，さらには商法典による濫

用条項規制は異なっている。一方で，商法典による濫用条項規制では価格に関

する条項も規制対象となりうるが，これは価格についての交渉が行われること

が多い事業者間契約の特性に由来するものであろう。

もつとも，以上の考察はフランス・ヨーロッパにおける諸提案という限られ

た素材から導いた仮説にとどまっており，今後，事業者間契約における不当条

項規制につきさらなる検討を行う上では，契約自由の原則と契約正義の関係と

いう根本的な問題も含め，以下の多くの課題が残されている。

第１に，フランスでは，本稿でとりあげた規定以外にも多くの規定が濫用条

項規制のツールとなりうる。2008年改正によって設けられた商法典L442-6-I

第２号のみならず，競争法分野におけるいくつかの規定が，競争秩序維持の観
（45） 

点から契約条項の規帝Ｉを行うものとしてとらえられている。これらの規定によ

る濫用条項規制の可能性を模索することはもちろん，これらの規制の背景にあ

る根拠を探究することが，事業者間契約における契約自由の原則と契約正義の

関係といった根本的な問題への示唆を導くことになるだろう。

第２に，商法典Ｌ442-6-'第２号の改正は，多くの類似する「濫用」概念を

併存させるにとどまったという点で不完全さも指摘されている。このことから，

商法典Ｌ442-6-'第２号の改正は，今後の契約関係における誠実を欠くような
（46） 

｢濫用」全体を規帝Ｉするにあたっての序章に過ぎないとも指摘されている。ま

た，今回の商法典改正やフランス債務法・契約法改正草案は，ヨーロッパ契約

法全体における契約正義の追求の一環とも見ることができ，その中で濫用条項

規制の一般法化が問題とされている。その意味で，今後のフランスのみならず

ヨーロッパ全体において，契約における「濫用」の是正のあり方がどのように

展開するかを見守る必要がある。具体的には，民法典の中に「濫用」を一般的
（47） 

に規制する条文を盛り込むことの可能性について検討する必要ｶｺﾞあり，その際，

レジオン規定や状況の濫用に関する規定なども視野に入れることが考えられる。
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第３に，本質的債務論など，フランスにおけるこれまでの民法典による濫用

条項規制についても十分な検討が必要である。本稿では検討することができな

かったが，近時のフランス債務法・契約法改正草案ではこれまでの濫用条項規

制に関する判例法理の立法化が提案されている。例えば，カダラ草案''２１条

3項では，「本質的要素と相容れない条項は書かれざるものとみなす」といつ
（48） 

た，クロノポスト半U決に着想を得た規定が設けられている。この点は，これま

での民法典による事業者問契約における濫用条項規制法理の理論的検討の必要

性，さらには，その立法化の可能性について，本稿で検討した濫用条項規制に

関する一般条項の立法化との関係もふまえて検討する必要がある。

いずれの課題も民法，消費法，競争法における契約の「不均衡」およびその

是正のあり方，さらには三者の相互関係といった根本的な問題が背景にある難

題ではあるが，本稿がそれらの難題に取り組む上での端緒となることを祈念し

て結びとしたい。

（完）

※本稿は，財団法人全国銀行学術研究振興財団（2010年度)，2011年度曰本

学術振興会科学研究費（若手研究（B)）（課題番号23730108）による研究助

成の成果の一部である。

(1)Deshayes（0.),Lesr2/brmes碑e"tesetQtte"duese7z20091RDC20”,ｐｐ､１６１４ets．も

っとも，ヨーロッパにおいて近時複数存在する統一契約法草案につき，本稿で詳細に扱うのは

困難であるため，本稿では濫用条項規制に関する提案をとりあげるにとどめる。近時のヨーロ

ッパ契約法統一を目指した諸提案については日本語による多くの紹介論文があるが，諸提案を

めぐる最近に至るまでの動向を知る上で本稿が特に参考にした文献として，マリーーローズ・

マクガイアー／大中有信（訳）「ヨーロッパ契約法原則から共通参照枠へ（1～２.完）－現行ヨ

ーロッパ契約法の立案グループとその基盤一」民商法雑誌140巻２号137頁以下，140巻３号

306頁以下（2009年)，大中有信「共通準拠枠草案における契約締結前の情報提供義務（１）

（２.完)」法政法科大学院紀要５巻１号（2009年）５７頁以下，６巻１号（2010年）４７頁以下を

あげるにとどめる。

(2)訳語は，藤井徳展＝益澤彩（訳）「ヨーロッパ契約法原則」川角由和ほか編『ヨーロッパ私

法の動向と課題』（日本評論社，2003年）500頁，『民法（債権関係）の改正に関する検討事項
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－法制審議会民法（債権関係）部会資料〈詳細版〉－』（民事法研究会，2011年）373頁以下を

参考に，フランス語版を筆者が訳したものである。また，コメント部分も含め，全訳したもの

として，オーレ・ランドーーヒュー・ビール編／潮見佳男＝中田邦博＝松岡久和（監訳）『ヨー

ロッパ契約法原則Ｉ．Ⅱ』（法律文化社，2006年）251頁以下も参考にした。

(3)Prj"cjpesdud7DjtemrOp6e〃ｄｕｃｏ几t7atbSocj6t6deJ空jsJatiolzcomp0だe,colLDroitpriv6

europ6enetcompar6,vol2,2003,ｐ､２２９（以下，「Principes」で引用する)。

(4)Principes,supranote3,pp226-227． 

(5)Mazeaud（,.),Prj几cjpesdud7℃jtezL7Op6e几dud7ojtduco"tr“Prq/etdecadrecommu〃

der舵rencQPrjncjpesco几trQctMscommu几s,:Trojscod坂cQtjo几ｓａｕｕ"teStmjsujSjo"sde

Jtzue几j7co"trqctueJeLLmp6en…,ＲＴＤｅｕｒ､2008,ｐｐ､７２９ｅｔｓ．

(6)Principes,supranote3,ｐ２２９． 

(7)Principes,supranote3,ｐ２２８ 

(8)Mazeaud（,.),Drojtcommu〃duco7ztratetd7℃jtdeJaco几sommatio〃Jnouue"Ｇ８/7℃ル

tjd7es？,inLj6erqr7zjcorumjealzCqMs-ALLJOy,Dalloz,2004,,.18,ｐｐ､６９７ｅｔｓ． 

(9)この経緯について，Ｐ、/ｂｔｄｅｃａｄｒｅｃｏｍｍＩｍｄｅ７縦｢e"Ce罠Pri"cjpesco"t7actueZscom‐

ｍｕ"SAssocjatio〃Ｈｂ"7ｊＣ(Zpjta几ｔｅｔＳｂｃｉ６ｔ６ｄｅＺ電jsZqtjo几comparee,ｓｓｄｉｒ､ＧＷｉｃｋｅｒｅｔ

Ｊ.-BRacine,Soci6t6del6gislationcompar6e.,ｐｐｌ５ｅｔｓ．（以下，「Projetdecadrecommun

der6f6rence」で引用する)。

(10）Projetdecadrecommunderef6rence,supranote9､この草案につき，角田光陸「フラン

スの債務法改正案と欧州契約法の諸原則」信州大学法学論集１３号（2009年）1頁以下。

(11）Projetdecadrecommunder6f6rence，supranote9,ｐ369． 

(12）ResearchGroupontheExistingECPrivateLaw（AcquisGroup),PrmcipJesq/Ejcjst-

j几gECCO7ztrqctLczzu（Ac9ujSPri几cjpJes）－ＣＯ几t7aCtZPre-co几tractzLaJO6Jigatio"８，Ｃｂ乃

伽sjonq/ＣＯ几tract,Ｕ､/tzZrTerms,SellierEuropeanLawPublishers,2007:フランス語版は

ＲＤＣ2008.177に掲載されている（以下，「ResearchGroupontheExistingECPrivateLaw」

で引用する)。

(13）ResearchGroupontheExistingECPrivateLaw,supranotel2,ｐ242． 

(14）ただし，当該条項を削除すれば契約自体の効力は維持することができるという場合には，

残部は有効に当事者を拘束すると定められている。

(15）暫定版は，StudyGrouponaEuropeanCivilCode/ResearchGrouponECPrivateLaw

（AcquisGroup),Prj"cipJesPe/mitio"ｓａｎｄＭｂｄｅ/RzLJesq/EurOpeQ几PrjDateLQuﾉ,Drq/Ｚ

Ｃｏｍｍｏ〃Ｆ７ｎｍｅｑ/Ｒｅ/bre"Cｅ（DCFYU),DzterjmOLM"eEtZjtjo",sellier,europeanlawpub‐

lishers,2008.日本語による紹介として，角田光陸「ヨーロッパ私法の諸原則と日本法一第１巻

乃至第３巻」信州大学法学論集11号（2008年）４３頁。また，ラインハルト・ツィンマーマン

／吉政知広（訳）「ヨーロッパ契約法の現況」民商法雑誌140巻６号（2009年）６１９頁以下も参

照。なお，「不公正」と訳しているのは，英語版を参照したことによる。一方，2009年にコメ

ントとノートが付された完全版が出版されている（StudyGrouponaEuropeanCivilCode／

ResearchGrouponECPrivateLaw（AcquisGroup),Pri"cjpJes,Ｄｅ/mitio几ｓα"dMOdeJ

RuJesq/ZurOpe(znprju(zteLquﾉ,Ｄ｢q/ｔＣｂｍｍｏ"F1rameq/Ｒｅ/i2re"Cｅ（DCFYB),FMEUitjon， 
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VbJumeLsellier,europeanlawpublishers,2009)。ＤCFR作成の経緯につき，大中・前掲注

（１）法政法科大学院紀要のほか，松岡久和「ヨーロッパ民法典構想の現在一不当利得法に関す

るＤCFR第Ⅶ編を素材として－」戒能通厚＝石田眞＝上村達男編『法創造の比較法学：先端的

課題への挑戦』（日本評論社，2010年）183頁以下を参照。．

(１６）ＤCFRで消費者契約に関する規定が設けられているのは，消費者保護規定を除外していた

ＰECLとは異なりＤＣＦＲが消費者保護規定を一体的に統一したことによる（大中・前掲注（１）

法政法科大学院紀要（２）５０頁)。

(17）（１）において「一方当事者によって提示された条項は，とりわけ，それが標準化されたも

のであるか否かを問わず，あらかじめ作成されていたという理由によって他方当事者がその条

項の内容に影響を与えることができるようなものではなかった場合には，個別に交渉されたも

のとはいえない」という定義がなされており，（３）では「一方当事者によって標準化された条

項の一部として提供された条項が個別に交渉されたものであるか否かが争われた場合には，当

該当事者が（当該条項が）個別に交渉されたものであることの立証責任を負担する」と定めら

れている。

(18）Mazeaud,ｓｕｐｒａｎｏｔｅ５,ｎ.12,ｐ730． 

(19）O6seruQtjo〃ｄｅＭｚｔ(zcﾉｔａＳａＵｐﾉba7zor-Bmuj"αⅡ｡,inO6seruatio7zssurJep7q/ｂｔｄｅｒ６‐

/brmedudmjtdescontrQts（parulzgroUpeconstjtueparJtzcquesGﾉiesti"),ＬＰＡ2009,ｎ° 

３１，ｐ５７． 

(20）Malaurie-Vignal（Ｍ､),Ｌｅ〃ouUeJarticJeL4L42L6duCbdeｄｅｃｏｍｍｅ｢ceCZppo7te-t-iJde

〃ouDeZJesJjmZtesdZα〃dgocjatjo〃ＣＯ几tractue比?,ＣＣＣ2008,Dossier､５，，．１３．

(21）この点に関連して，ヨーロッパ契約法原則では商事契約法と民事契約法の区別があまりク

リヤーには出ていないということを指摘し，フランスのように民法における一般契約法と商事

契約法を厳格に区別する態度と比較してその是非を問題点として指摘するものがあり，興味深

い（廣瀬久和「『ヨーロッパ民法典への動向』が語るもの－カートカンプ論文に思う」民法改正

研究会『民法改正と世界の民法典』（信山社，2009年）472頁)。

(22）Saint-Esteben（Ｒ),Ｌ,j"troductjo〃ｐｃｚＭｚＪｏｊＬＭＥｄ，u几eprotectio〃ｄｅｓｐｍ/bssjo几Ｍｓ

ｄＪ逆α7．ddescJazLsesa6usiUes:ｕ"んuxamidud7oitdeZacomsommQtjo",ＲＤＣ2009,,.14,

ｐ､１２８０ 

(23）ピエール・カダラ／野澤正充（訳）「フランスー民法典から債務法改正草案へ」ジュリスト

1357号（2008年）139頁。

(24）Chagny（Ｍ､)，Ｕｎｅ（７）６uoノリtjo'ｚｄｕｄＭｔかα几paisdeJaco"Cu〃e"Ce?ＡｐｍｐｏｓｄｅＪａ

ＪｏＺＬＭＥｌｄｕ４ａｏａｔ２００8,Ｊ.Ｃ・Ｐ､2008.1.196,,.15．

(25）Lamothe（Ａ､）etUtzschneider（Ｙ､)，Quepe7zse7d，u"Ｇ１官gZedepmtectio几colzt7eJes

cJausesa6usjuesdα几ｓＪｅＣｂｄｅｄｅｃｏｍｍｅ７℃e?,ＲＤＣ2009.ｐ､1265．

(26）LamotheetUtzschneider,supranote25,pl266． 

(27）LamotheetUtzschneider,supranote25,ｐ1265． 

(28）以下，日本語訳は藤井徳展＝益澤彩（訳）・前掲注（２）500頁による。

(29）Mazeaud,supranote5,ｎ.14,ｐ､731． 

(30）Rega7dScrojsdssurJesprj几cjpesdzLdrojtezLmp6e几ｄｕｃｏ几trat,parPhilippeStofTel-
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事業者間契約における不当条項規制をめぐる立法論的視点（２.完）（大澤）

Munck,ｎ.５，Ｐ277． 

(31）Olaudel（E､),RTDcom2008,ｐ､715． 

(32）Mazeaud（Ｄ),ＰＪｑｉ`Oye7e"/bUezL7d,wzerdgZeg6"67αlesα"ctio凡凡q7ztJ,ａ６ｕｓｄｅａ⑰eか

ｄα"ceendroitdesco几trqts,inEtudesdedmjtpriu6q'trtesCiPQuJDjdje7,Economica，

2008,ｎ゜28,ｐ､349．

(33）Mazeaud,supranote32,ｎ.24,ｐ346． 

(34）Sauphanor-Brouillaud,supranotel9,ｐ､５８.;Mazeaud,supranote32,ｎ゜28,Ｐ３49．

(35）Sauphanor-Brouillaud,supranotel9,ｐ､５８． 

(36）cass､1reChciv､１２mars2002,BulLciv・Ｉｎｏ９２．

(37）Malinvaud（Ph.）etFenouillet（,.),D7ojtdeso6JjgatZo"s,ZZe6d.,Litec,2010,ｎｏ347,ｐ， 

270． 

(38）Licari（F,‐X､)，QueZ9Ⅱｅｓ跡ejcjo"setprQposjtio几ｓＱｕｓＵ/btdescJaLLses《d6raisomza-

bZes》OIL《Q6usjUes》。α"sJesco几t7qtsco几cZuse几t花p7q/bssio几ＭＳ,dZaJueu｢。Ⅱｄｍｊｔｃｏｍ－

ｐａ花etdesp7qpositjonssauqntes,ｉｎＭ伽rDgese〃Z,/tormeurdePhjlippeZeTburnequ,Dal‐

1oz,2008,ｐ６６２ 

なお，カダラ草案において，附合契約は以下のように定義されている。

1102-5条附合契約とは，その条項が一方当事者があらかじめ一方的に作成したものであり，

討議の余地なく他方当事者によって受け入れられたものをいう。ただし，そのような契約には，

交渉を経たという特別な条項を付け加えることができる。

(39）Stofrel-Munck,supranote30,ｎ.４，ｐ276． 

(40）UNIDROITPRINCIPLESoflnternationalCommercialContracts,2010， 

第3.2.7条過大な不均衡

(1)契約または個別の条項が，契約締結時に，相手方に過剰な利益を不当に与えるものであった

ときは，当事者はその契約または条項を取り消すことができる。その際，他の要素とともに次

の各号に定める要素が考慮されなければならない。

(a）その当事者の従属状態，経済的困窮もしくは緊急の必要に，またはその当事者の無思慮，無

知，経験の浅さもしくは交渉技術の欠如に，相手方が不当につけ込んだという事実。

(b）その契約の性質および目的。

訳は，内田貴＝曽野裕夫＝森下哲朗（訳）「UNIDROIT国際商事契約原則2010」（http://

www,unidroitprg/english/principles/contracts/principles2010/translations/blackletter2010‐ 

japanesepdf）によった。ただし，同条は「契約または個別の条項」としていることからもわか

るように，契約そのものの取消をも認めている点で本稿が対象としている契約条項規制にはと

どまらない。

(41）StofFel-Munck,supranote30,ｎ.３，ｐ276． 

(42）ハイン・ケッツ／潮見佳男＝中田邦博＝松岡久和（訳）『ヨーロッパ契約法Ｉ』（法律文化

社，1999年）270頁。

(43）Sauphanor亘BroUillaVLd,sUpranotel9,Ｐ５8．

(44）Licari,supranote38,ｐｐ６７８ｅｔｓ・がこの点を詳しく検討している。

(45）この点につき，Chagny（Ｍ､),Leco几t市JedescJqusesq6ⅢsiuespqrJedroZtdeJ(zco几cur‐
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７℃〃Ce,ＲＤＣ2009.1642が詳細に論じている。

(46）Malaurie-Vignal,supranote20,ｎ．28． 

(47）この観点から論じた興味深い論文として，Mazeaud,supranote32,ｐｐ３２５ｅｔｓ．

(48）Rouhette（G､),Ｒｅｇａ㎡ｓｕｒ化uα"tp7wq/ｂｔｄｅ７?`/b7me血droZMesoMgqtio"８，ＲＤＣ

2007,ｐ,1410． 

※前号（108巻４号）の以下の部分に誤植がありました。お詫びして訂正いたします。

法務省→司法省216頁，217頁
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